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  Always by your side 

企業、駐在員事務所の年次労働関連の報告義務 

報告書の種類 行政処分 

1. 労働者数に関する変化の状況 

提出期限： 

・上半期の報告：6 月 5 日まで 

・年次報告：12 月 5 日まで 

報告しない雇用者に対し、1,000万～2,000万ドンの罰金を科す。 

（政令 No.12/2022/ND-CP第 8 条 2 項ｃおよび第 6 条 3 項 b） 

2. 外国人労働者の使用状況 

提出期限： 

・上半期の報告：7 月 5 日まで 

・年次報告：翌年の 1 月 5 日まで 

期限までに報告しない、または事実と異なる報告をした雇用者に

対し、200 万～600 万ドンの罰金を科す。 

（政令 No.12/2022/ND-CP第 32 条 1 項 a および第 6条 3 項 b） 

3. 労働安全・労働衛生の状況 

提出期限： 

・年次報告、翌年 1 月 10日まで 

期限までに報告を行わない、または不完全、事実と異なる報告を

した雇用者に対し、200 万～600 万ドンの罰金を科す 

（政令 No.12/2022/ND-CP第 20 条 2 項および第 6 条 3 項 b） 

4. 労働災害の統計・報告 

提出期限 

・上半期の報告：7 月 5 日まで 

・年次報告：翌年 1 月 10日まで 

期限までに報告を行わない、または不完全、事実と異なる報告を

した雇用者に対し、1,000万～2,000 万ドンの罰金を科す 

（政令 No.12/2022/ND-CP第 20 条 3 項および第 6 条 3 項 b） 

5. 失業保険の加入状況 

提出期限 

・年次報告：翌年 1 月 15 日まで 

正確、完全およびタイムリーな情報を提供しない雇用者に対し、

1,000 万～2,000 万ドンの罰金を科す 

（政令 No.12/2022/ND-CP第 39 条 4 項および第 6 条 3 項 b） 

6. 労働者数の変更状況 

提出期限 

・労働者数に変更がある月の 3 日

まで 

法規に基づき労働者数の変更がある際、所在地における職業紹介

センターに報告しない雇用者に対し、400 万～800 万ドンの罰金

を科す。 

（政令 No.12/2022/ND-CP第 41 条 3 項および第 6 条 3 項 b） 

7. 事業活動を開始した日からの労働者の使用 

提出期限 

・設立日より 30 日以内 

事業活動を開始した日からの労働者の使用のお知らせを提供しな

い雇用者に対し、300 万～600 万ドンの罰金を科す 

（政令 No.12/2022/ND-CP第 8 条 1 項 a および第 6 条 3 項 b） 

8. 外国の組織、個人に業務するベトナム人労働者の採用状況 

提出期限 

・年次報告:12 月 15 日まで 

・突然要求がある 

報告書を提供しない雇用者に対し、300 万～600 万ドンの罰金を

科す 

（政令 No.12/2022/ND-CP第 8 条 1 項 a および第 6 条 3 項 b） 

 

以上 

 


